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「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について 

 

 

 日頃は、県の障がい福祉行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 このことについて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から、別添のとおり通

知がありましたので、周知します。 

 「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」では、就労継続支援Ｂ型事業所

において「事業所工賃向上計画」の作成が要請されており、就労継続支援Ａ型事業所、

生活介護事業所及び地域活動支援センターのうち、希望する事業所においては「事業所

工賃向上計画」を作成することとしております。 

 別途、計画策定について通知を発出しますので、ご留意くださいますようお願いしま

す。 
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